
持続可能で希望ある岩手を実現する行財政研究会開催要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 将来にわたって持続可能で希望ある岩手を実現することを目的として、県の行財政の構造

的・中長期的な課題の分析を通じて、抜本的な行財政運営の構造改革の方策について検討を行う

ための研究会を開催する。 

 

 （名称） 

第２条 本研究会は、「持続可能で希望ある岩手を実現する行財政研究会」（以下「研究会」という。）

と称する。 

 

 （所掌事務等） 

第３条 研究会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 県の行財政の構造的・中長期的な課題の分析に関すること 

(２) 歳入歳出の水準の在り方や財政目標の検討に関すること 

(３) 行財政運営の構造改革の方策の検討に関すること 

(４) 前３号に関し必要と認められること 

 

 （構成員） 

第４条 研究会の構成員は、別紙名簿のとおりとする。 

２ 構成員の任期は、令和４年 12 月 31 日までとする。 

 

 （運営） 

第５条 研究会に座長を１人置く。座長は、研究会を招集し、主宰する。 

２ 座長は、不在の場合など必要の都度、これを代行する者を指名することができる。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意見を聴取する

ことができる。 

４ 研究会の公開又は非公開の決定は、「審議会等の会議の公開に関する指針」（平成 11 年３月 31

日制定）に基づき、座長が研究会に諮って行う。 

 

 （庶務） 

第６条 研究会の庶務は、総務部財政課において処理する。 

 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は座長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年３月 25 日から施行する。 
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